
令和３年（２０２１年）１２月１６日（木） 

伊丹市教育委員会事務局学校指導課 



インクルーシブ教育システムの構築

～共生社会の形成に向けて～

共生社会とは、障害の有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を
尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型
の社会のこと。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築

学校教育は、障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加を目指した取組を
含め、「共生社会」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められて
いる。その意味で、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構
築のための特別支援教育の推進についての基本的な考え方が、学校教育関係
者をはじめとして国民全体に共有されることを目指すべきである。

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進（報告）」
（文部科学省 平成24年7月）より



共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築

インクルーシブ教育システムにおいては・・・

① 障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み

② 個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社
会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応え
る指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重
要である。

連続性のある「多様な学びの場」を用意しておく必要がある。

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進（報告）」
（文部科学省 平成24年7月）より

インクルーシブ教育システムの構築

～共生社会の形成に向けて～



インクルーシブ教育システムの構築

～共生社会の形成に向けて～
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本市の特別支援教育の状況
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中学校卒業後の進路状況について

特別支援学級の生徒は、中学校卒業時に、高等学校、特別支援学校、専門学校、専修学校などに進学
しています。義務教育ではないため、進学せず就労や福祉施設への進路も可能です。
特別支援学校高等部を卒業した後は、企業就労や福祉施設、事業所など本人の特性に応じた進路選択

があります。
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中学校卒業後の進路状況について



高等学校での支援について

 
平成3 0年度より制度化 
 
現在、県内では1 7校（＋巡回校３校） 
の高等学校で 
通級による指導が行われている。 
 

※設置していない学校でも、学校生活において個別
に必要とされる合理的配慮の提供を受けることがで
きます。 

 
 
阪神地域では・・・ 
 
県立西宮香風高等学校 
県立宝塚西高等学校 
県立阪神昆陽高等学校 
県立西宮甲山高等学校（巡回） 
 

 



中学校から高等学校等への引継ぎについて

平成2 9年1 1月 
兵庫県教育委員会事務局 
特別支援教育課ＨＰより 
 

『中学校から高等学校への
支援継続のための引継ぎガ
イドライン』 



『中学校から高等学校への支援継続のための引継ぎガイドライン』より 

中学校から高等学校等への引継ぎについて



支援が必要な生徒についての情報を確実に引継ぎ、対象生徒が
高等学校進学当初から適切な配慮が受けられる体制づくりを行う 

４ 中学校から高等学校等への引継ぎについて



よくあるＱ＆Ａ

Ｑ 進路選択する上で必要なことは？

Ａ 将来の自立と社会参加に向けた進路選択ができるよう、早いう
ちから、学校と話し合っていくことが大切です。
また、入学相談会等に参加し、希望校を知ることも大切です。

※ 特別支援学校は、入学相談会等への参加が受検資格の一つとなることが
あります。



Ｑ 特別支援学校高等部を受検するために必要な条件は？

Ａ 特別支援学級に在籍または療育手帳を取得している者。
入学相談会等に参加している者。

よくあるＱ＆Ａ



Ｑ 特別支援学級に在籍しながら、すべての教科を交流学級で
授業を受けることはできますか？

Ａ 特別支援学級に在籍して当該学年の各教科等の内容を学ぶ
子供が、大半の時間を当該学年の通常の学級において交流及
び共同学習で学び、通常の学級以外での自立活動における特
別な指導の時間が、週当たり８単位時間はもとより相当数確
保する必要がないと考えられる場合には、通常の学級におけ
る指導と通級による指導を組み合わせた指導による対応を検
討するべきである。

※ 障害のある子供の教育支援の手引
～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～ より引用

よくあるＱ＆Ａ


